
宗農委公第 ５ 号

農業委員会等に関する法律第２７条の規定により、平成２２年 ８月 ３日開催、即日

閉会の農業委員会の会議議事録を次により縦覧に供する。

平成２２年 ８月１６日

七宗町農業委員会

会長 井 戸 敬 二

１ 縦覧の場所

七 宗 町 役 場 七宗町上麻生２４４２番地３

七宗町役場神渕支所 七宗町神渕４５２５番地４

七宗町ホームページ 「メイドイン七宗」

２ 縦覧期間

自 平成２２年 ８月１６日

至 平成２２年 ８月２９日



平成 ２２ 年度
第 ３ 回 七宗町農業委員会総会 議事録

１．開催日時 平成２２年 ８月 ３日（火） 午後 ２時～ ２時４０分

２．開催場所 七宗町役場 ２階 南会議室

３．出席委員 （１３人）

会 長 １１番 井 戸 敬 二
職務代理者 １２番 後 藤 雅 和
委 員 ２番 上 野 一 郎 ３番 長谷川 光 一

４番 加 納 績 ５番 中 島 孝 司
６番 渡 辺 良 明 ７番 松 山 兼 幸
８番 福 井 宏 至 ９番 塚 本 壽美夫

１０番 中 島 繁 雄 １３番 犬 飼 貞 夫
１４番 山 岡 洋 子

４．欠席委員 （ １人）

１５番 井 戸 光 春

５．協議事項

議第１号 農地法第５条第１項の規程による許可申請について（承認）

議第２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の承認について

議第３号 農業振興地域農用地区域除外申請に対する意見について（承認）
～農業振興地域の整備に関する法律により～

議第４号 農業経営基盤強化促進法第１１条の９第４項による農地利用集積円滑化事業規
程の承認に係る決定について

６．農業委員会事務局（出席）

事務局長 加 納 忠 良（農林建設 課長）
書 記 亀 山 一 美（農林建設課 農務係主査）

可 児 義 昌（農林建設課 課長補佐兼農務係長）

めぐみの農業協同組合 上麻生支店 加 藤 昌 広（支店長）

岐阜県 可茂農林事務所 農業普及課 神 野 浩 司（七宗町担当普及員）

７．農業委員会事務局（欠席 １名）

めぐみの農業協同組合 神渕支店 亀 山 克 己（支店長）
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平成 ２２ 年度
第 ３ 回 農業委員会総会

事務局長 皆さん、こんにちは。
本日は、ご案内しましたとおり総会の後に農業委員研修会を予定しており

ます関係上、いつもと違いお昼からとなりましたので、宜しくお願い致しま
す。
それでは、これより平成２２年度第３回農業委員会総会を始めさせて戴き

ますので、開会にあたりまして、会長より一言ご挨拶を戴きます。
会長宜しくお願いします。

会 長 皆さんこんにちは。
普段でしたら、夏の昼間の暑さを凌ぐために、この時間帯は、農作業など

も休憩されてみえる頃だと思いますが、ご案内のとおり本日は、定例の農業
委員会総会と併せまして、岐阜県農業会議から講師をお招きしての農業委員
研修会を開催致します。
何卒、宜しくお願いをします。
尚、研修会につきましては、昨年の１２月に施行と一部運用、本年６月か

ら本格運用をしております改正農地法を中心としております。
又、農業者年金、そして農業委員としては、ある意味義務としてご購読を

戴いています全国農業新聞などの周知なども計画しております。
委員各位には、同じ様な研修会ばかりかと思われるかも知れませんが、そ

れだけ重要であり、熟知と履行が必要ですので何卒ご理解をお願いしたいと
思います。
さて、７月下旬に梅雨明けしてから焼けるような日差しにより猛暑、酷暑

が続いております。
しかし、可児市、御嵩町、八百津町では７月１５日に局地的なゲリラ豪雨

により、土砂災害などが発生し死亡者もでてみえます。
七宗町においては、災害も無く安どしておりますが、昨年は七宗町も各地

で災害が発生しております。
ゲリラ豪雨は、いつ何処で発生するか予測をする事は出来ません。
いつ、また、そうした災害や被害が発生しするかも知れません。
まとまった雨は望みつつ、災害などにはくれぐれもご注意を戴きたいと思

います。
又、例年ですと今月末から９月にかけては、稲刈りが始まる事と思います。
毎年、豊作を願い農作業に汗を流してお見えになる事と思います。
本年は、政権与党である民主党の肝入り政策である戸別所得補償制度モデ

ル対策が始まり何かと戸惑いの多い年でもあります。
新制度には、不安と期待があろうかと思いますが、七宗町内においても、

１６０名の方が制度へ加入申請をされてみえ、何かと諸問題も多い様ですが、
上級機関の適切な指導と判断により、農家の期待を裏切る様な事が無い事を
期待しております。
次に、４月２０日に宮崎県で確認されて以来、九州にて猛威をふるってお

ります「口蹄疫」についてですが、ご承知の事と思いますが、県の指導によ
り七宗町にも対策本部を設置しました。
６月１０日に「口蹄疫対策本部設置要綱」を定め、町の広報誌などでもお

知らせをして周知をしております。
幸いにして九州以外での被害も無く、現在は落ち着いた状態の様でありま

す。
更に７月２７日には、宮崎県における非常事態宣言がようやく解除されま



- 2 -

した。
今後は、一日も早く完全終息宣言を期待し、個々の畜産農家におかれまし

ては、今後とも衛生状態等に細心の注意と関係の無い方には、畜舎などへの
立ち入りをしない様にお願いをしたいとお思います。
又、残念ながら被害を受けられた畜産農家におかれましては、一日も早い

復興を祈願し、国県等の関係者の方には、必要な保護や措置等をお願いした
いと思います。
併せまして農業委員各位には、前回６月の総会の際にご理解を戴いた、口

蹄疫に対する義援金についてございますが、お預かりしております農業委員
報酬の積立金より振込みを致しております。
先日、岐阜市で開催されました農業委員会長・事務局長会議の際には、そ

のお礼が宮崎県の東国原知事より書面にて届いております。
併せまして、ここに報告をさせて戴きます。
それでは、本日も提出されます案件について慎重なるご審議をお願いし挨

拶に代えさせていただきます。

事務局長 有り難うございました。
それでは、農業委員会憲章を朗読をしたいと思いますので、宜しくお願い

します。
資料１頁をご覧ください。

七宗町農業委員会憲章

１．農業委員会は、
農業・農業者の代表として、

誇りと責任のある行動に努めます。

１．農業委員会は、
農用地の確保と有効利用を進め、

法令に基づく適正な農地行政に努めます。

１．農業委員会は、
農地銀行活動を確立し、

農用地の流動化と集団化の促進に努めます。

１．農業委員会は、
産業としての農業を確立するため、

担い手の育成と後継者の確保に努めます。

１．農業委員会は、
活力ある農業・農村を築くため、

構造政策と地域活性化の推進に努めます。

１．農業委員会は、
農業経営と暮らしの発展のため、

情報の収集・提供活動に努めます。

１．農業委員会は、
農業者の期待と信頼に応え

新時代をひらく農政の確立に努めます
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事務局長 有り難うございました。
次に、農業委員会等に関する法律第２１条３項の規程による資格審査報告

を致します。
本日の農業委員会の総会は、在任委員１４名中でございますが、１５番委

員の井戸光春さんが欠席でございます。
従いまして、過半数の出席を超えておりますので本総会が成立することを

報告致します。
又、事務局側になりますが、めぐみの農協の神渕支店長の亀山さんも他の

会議がありまして、本日欠席でございます。
それでは、会長さん宜しくお願いします。

会 長 はい、それでは農業委員会等に関する法律第２７条の規程による議事録作
成の為、本日の議事録署名者につきまして指名をさせていただきます。

議事録署名者を ２番委員 上野 一郎 さん

３番委員 長谷川光一 さん

以上２名の方、宜しくお願い致します。
尚、本日の議事録の作成にあたる会議書記には、事務局職員を指名します。

会 長 それでは、協議事項に入ります。
議第１号農地法第５条第１項の規定による許可申請についてを議第とし、

事務局からの議案の朗読と説明を求めます。

事 務 局 それでは、議第１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について
朗読と説明をさせていただきます。
本日の申請は、３件であります。

番号１
大字（上麻生） 字（北下り） 地番（1,730番地1-A）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（355㎡）

大字（上麻生） 字（北下り） 地番（1,730番地1-B）
地目 登記簿（畑） 現況（宅地） 面積（199㎡） 計 （554㎡）

譲渡人氏名（鈴木重平） 住所（七宗町上麻生1,684番地）
譲受人氏名（石丸順造） 住所（岐阜市岩倉町1丁目23番地）

転用理由 田舎で住宅環境の良い申請地に居宅を建築したい。

番号２
大字（神渕） 字（中野） 地番（2,235番地1）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（26㎡）

大字（神渕） 字（中野） 地番（2,235番地3）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（99㎡） 計2筆（125㎡）

譲渡人氏名（中島太門） 住所（七宗町神渕1,712番地1）
譲受人氏名（中島克哉） 住所（七宗町神渕2,234番地3）
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事 務 局 転用理由 住宅と山林に接しているので、露天駐車場及び山林として
利用したい。

番号３
大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,682番地1）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（608㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,682番地2）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（23㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,683番地1）
地目 登記簿（畑） 現況（宅地） 面積（42㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,683番地3）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（145㎡）

大字（神渕） 字（神仲） 地番（12,683番地4）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（26㎡） 計5筆 844㎡

譲渡人氏名（中島勝義） 住所（愛知県豊明市三崎町ゆたか台10-8）
譲受人氏名（北野伍義） 天理教神渕分協会 代表役員

住所（七宗町神渕12,685番地）
転用理由 信者、参拝者等の駐車場が無く、大変に苦慮しているが、

入手可能となったので、譲り受けます。

本件、番号１から３については、個々に農地法諸法令により審査と現地確
認を致しております。
農地区分として第２種農地、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象

となっていない小集団の生産性の低い農地と判断します。
又、農地性が低く他の農地への影響も少ないと思われます。
それでは、正面のスクリーンをご欄ください。
順に説明をさせて戴きます。
写真の撮影方向は、地図の矢印の方角からとなります。
１番についてですが、写真にありますように過去において既に許可無く転

用されております。
これは、今回の申請人である譲渡人・譲受人の間において譲渡契約が成立

しており、家屋を建築された経緯により起きた事であります。
また、当事者には農地法の知識が無い為に起きた事でもあります。
今回、新築を計画するにあたり調査をしたところ事態が分かり、正式に所

有権の移動等併せて申請となりました。
又、過去の無断転用に対する始末書も添付されておりますので、申し添え

ます。
ある意味、追認的な申請となりましたが、今後、この様な事が無いように

指導とお願いをしております。
次に、２番についてですが、、申請地は、譲受人の居宅に隣接しており、

又前面は、主要地方道の可児金山線に接しております。
今回は、写真にもあります車輌の駐車場敷地の確保が主目的となり残地に

ついて、隣地が山でもありますので、植林を計画してみえます。
更に、移転については、当事者は親類関係にあたり過去より承諾をしてあ

るとの事です。
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次に、３番についてですが、写真にありますように、一部において許可無
く転用されて建物が建築されています。
これは、農地法の知識が無い為に起きた事ですが今回の申請に併せて始末

書が添付されております。
又、写真の建物は、譲受人の家族の仕事の為に建築され現在も使用してみ

えますが、今回の申請にありますとおり、ここには駐車場を計画してみえま
す。
許可後には、写真にある建物の機能は、関市に確保してみえる土地に移し

た後、壊して一体的な整地により駐車場として使用する予定であります。
ある意味、追認的な申請となり、また前回６月にも申請地に隣接する土地

にて同様の申請をしてみえますので、重ねて指導とお願いをしております。
以上です。

会 長 はい、それでは只今、事務局より説明がありました議第１号１番につきま
して、地元委員さんよりの補足説明とご意見をいただきたいと存じます。
地元委員の松山兼幸さんお願い致します。

地元委員 松山です。
今、事務局の方から説明をされたとおりですが、１０年程前迄ここに住ん

でみえたと言う事で、今回こちらに家を建てられるとの事です。
どうぞ、宜しくお願いします。

会 長 はい、有り難うございました。
これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願いを致します。

（後藤委員挙手）

会 長 後藤さんどうぞ。

委 員 すいません。結構です。

会 長 ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

会 長 宜しいでしょうか。
それでは、採決致します。
議第１号１番につきまして、原案のとおり承認する事に賛成の方は挙手を

お願い致します。

（全員挙手）

会 長 はい、有り難うございました
委員全員の方の賛成を戴きましたので、議第１号１番につきましては、原

案のとおり承認する事と致します。
次に、議第１号２番につきまして、地元委員さんよりの補足説明とご意見

をいただきたいと存じます。
地元委員の中島孝司さんお願い致します。
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会 長 大橋の中島です。
事務局説明のとおりですが、写真の左側が下水処理場の方にになるんです

が、写真にもある車を１週間に１度位ここにおいてみえますが。
この車を駐車出来るように敷地を造成して、残りを山に近いので植林を計

画してみえますので、宜しくお願いします。

会 長 はい、有り難うございました。
これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願いを致します。

委 員 １週間に１日くらいですかね。
いつも置いてあるように思うんですが。

委 員 私も置いてあるのは、知っていますがもう少しおいてあると思いますね。

委 員 もっともこの土地は、畑としては使いにくい土地ですね。

会 長 その他、ご意見等ございますか。

（質問、意見なし）

会 長 宜しいでしょうか。
それでは、採決致します。
議第１号２番につきまして、原案のとおり承認する事に賛成の方は挙手を

お願い致します。

（全員挙手）

会 長 有り難うございました
委員全員の方の賛成を戴きました。
よって、議第１号２番につきましては、原案のとおり承認する事と致しま

す。
次に、議第１号３番につきまして、地元委員さんよりの補足説明とご意見

をいただきたいと存じます。
地元委員の塚本壽美夫さんお願い致します。

地元委員 先程、事務局より説明をして戴いたとおりなんですが、駐車場敷地が無く、
信者とかの車が前の道路においてみえてまして、ここに駐車場を整備すると
の事ですので、宜しくお願いします。

会 長 有り難うございました。
これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願いを致します。

（質問、意見なし）

会 長 宜しいでしょうか。
それでは、採決致します。
議第１号３番につきまして、原案のとおり承認する事に賛成の方は挙手を

お願い致します。
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（全員挙手）

会 長 有り難うございました
委員全員の方の賛成を戴きました。
よって、議第１号３番につきましては、原案のとおり承認する事と致しま

す。
尚、承認戴きました議第１号１番から３番につきましては、意見を付して

県に進達をします。
続きまして、議第２号農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画

の承認についてを議第とし、事務局からの議案の朗読と説明を求めます。

事 務 局 それでは、議第２号農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画の
承認について説明をさせて戴きます。
今回の申請は、１件です。

番号１
大字（中麻生） 字（田畑） 地番（721番地）
地目 登記簿（畑） 現況（畑） 面積（479㎡）

利用権の設定をする者（前島福箕） 住所（七宗町中麻生1,698番地1）
利用権の設定を受ける者（前島隆次） 住所（七宗町中麻生723番地）

本件については、個々に農地法諸法令により審査と現地確認を致しており
ます。
農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま

す。
又、農地の有効利用、適正管理などの面からも適切な措置かと考えます。
それでは、正面のスクリーンをご欄ください。
順に説明をさせて戴きます。
写真の撮影方向は、地図の矢印の方角からとなります。
設定を受けるられる方は、既に以前より自宅に隣接し利便性もある申請地

を借りて耕作をしてみえました。
今回は、正式に借り受ける事ととなり申請をされました。
以上です。

会 長 只今、事務局より説明のありました議第２号につきまして、地元委員さん
よりの補足説明とご意見を戴きたいと存じます。
地元委員の長谷川光一さんお願い致します。

地元委員 樫原の長谷川でございます。
私も書類、現地を確認審査をしております。
場所も家のすぐ横で非常に良い土地ですね
耕作の意欲も高く何ら問題無いと思います。

会 長 はい、有り難うございました。
これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願いを致します。

（質問、意見なし）
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会 長 宜しいでしょうか。
それでは、採決致します。
議第２号につきまして、原案のとおり承認する事に賛成の方は挙手をお願

い致します。

（全員挙手）

会 長 有り難うございました
委員全員の方の賛成を戴きました。
よって、議第２号につきましては、原案のとおり承認する事と致します。
続きまして、議第３号農業振興地域農用地区域除外申請に対する意見につ

いてを議第とし、事務局からの説明を求めます。

事 務 局 それでは、議第３号 農業振興地域農用地区域除外申請に対する意見につ
いて説明をさせて戴きます。
今回の申請は、１件です。

番号１
大字（神渕） 字（履井） 地番（10,287番地）
地目 登記簿（田） 現況（田） 面積（2,890㎡）

所有者（福井 寿） 住所（七宗町神渕10,207番地2）
転用事業者（山田博愛） 住所（七宗町神渕10,290番地1）

転用理由
七宗町は、近年高齢化が急速に増大しているにもかかわらず、神渕地区

には介護老人保健施設が存在しないため、住み慣れた土地から遠く離れた
町外の施設を利用せざるを得ず、待機者も激増している状態であります。

申請地は、都会から隔絶された地域での養生を希望される町内外者から
の付託が高まっております。

隣接地で診療所を開業しており、立地条件の良い申請地を賃貸借で借り
介護老人施設開設して社会の要望に応じたい。

それでは、正面のスクリーンをご欄ください。
写真の撮影方向は、地図の矢印の方角からとなります。
本件については、農地法諸法令により審査と現地確認を致しております。
申請地は、「サンホーム七宗」と転用事業者が開業してみえる「山田クリ

ニック」との中間にあります。
土地改良された優良農地ではありますが、残念ながら所有者の耕作意欲も

低く現在は遊休農地となっております。
今回、転用事業者の主旨に賛同され申請となりました。
以上です。

会 長 只今、事務局より説明がありました議第３号につきまして、地元委員さん
よりの補足説明とご意見を戴きたいと存じます。
地元委員の福井宏至さんお願い致します。

地元委員 今、事務局から説明して戴いたとおりなんですが、正直言いまして判断に
困る案件ですね。
皆さんの意見をお聞きしたいと思います。
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土地改良された良い土地なんですが、所有者の方は耕作意欲が無く何年も
耕作をしていない状態ですが、農業委員の立場としては農地を守りたい思う
気持ちもありまして。

会 長 委員さんのお気持ちも分かりますが、これより質疑に入ります。
意見や質問のある委員さんは、挙手にてお願いを致します。

委 員 この施設は正式な物ですよね。

事 務 局 所管は、役場の住民課になるんですが、そこに相談をしてみえます。
又、住民課を通じて、県へ協議もしてみえる様です。

委 員 はい、分かりました。

委 員 私も、血圧が高いのでヤマダクリニックさんにかかっていますが、良い人
ですね。
又、こう言った施設は地域には、必要ですね。

委 員 そうです。
但し、優良農地として考えた場合には惜しいような気がしますね。

委 員 菅田ライスとかには、連絡をしてみえますか。

事 務 局 特にこの付近で利用権設定をかけてみえたり、作業をしてみえる事は無い
ようですので特に連絡の必要も有りませんので、しておりません。

会 長 その他、ご意見等ございますか。

委 員 結構広くて良い土地なので、もったいない様な気がするんですが、所有者
の方は耕作意欲が無く転用事業者の方の主旨に賛同をしてみえますので、農
業委員の立場としては農地を守りたい思う気持ちも分かりますね。

会 長 委員さんの個々のご意見は、もっともですがそろそろ宜しいでしょうか。

（質問、意見なし）

会 長 それでは、採決致します。
議第３号につきまして、原案のとおり承認する事に賛成の方は挙手をお願

い致します。

（全員挙手）

会 長 有り難うございました
委員全員の方の賛成を戴きました。
よって、議第３号につきましては、原案のとおり承認する事と致します。
尚、議第３号につきましては、今後諸法令に従い所定の手続きに入ります

ので、宜しくお願いします。
次に、議第４号農業経営基盤強化促進法第１１条の９第４項による農地利

用集積円滑化事業規程の承認に係る決定についてを議第とし、事務局からの
説明を求めます。
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事 務 局 それでは、議第４号農業経営基盤強化促進法第１１条の９第４項による農
地利用集積円滑化事業規程の承認に係る決定について説明を致します。
農地利用集積円滑化事業規程は、今回の申請団体となります、めぐみの農

業協同組合が、作成し６月１８日に農協における総代会において可決承認を
されております。
この事業規程を七宗町が承認しようとする時には、あらかじめ農業委員会

の決定が必要となります。
この規程を承認する事により「めぐみの農業協同組合」が、「農地利用集

積円滑化団体」として、農地所有者から委任を受けて、農地の売渡し、貸付
等又、農地の買入れ、借入れ等を行う事が出来るようになる物です、
委員の皆様には、承認と併せましてご意見等ございましたら、頂戴をした

いと思いますので、宜しくお願いします。

それでは、議第４号につきまして、意見や質問のある委員さんは、挙手に
てお願いを致します。

会 長
（質問、意見なし）

宜しいでしょうか。
それでは、採決致します。

会 長 議第４号につきまして、原案のとおり承認する事に賛成の方は挙手をお願
い致します。

（全員挙手）

有り難うございました。
委員全員の方の賛成を戴きました。

会 長 よって、議第４号につきましては、原案のとおり承認する事と致します。
それでは、以上をもちまして、本日の提出された案件は全て承認を戴きま

した。
慎重なるご審議を賜り有り難うございました。
これにて、平成２２年度第３回農業委員会総会を閉会致します。
これよりは、事務局より事務連絡等がございます。
又、冒頭申し上げましたとおり研修会を開催しますので、引き続き宜しく

お願い致します。

会議の経過を記載し、相違無いことを証する為ここに署名する。

議事録署名者 農業委員署名 印

議事録署名者 農業委員署名 印


